第３４回阿南市活竹祭出店規定

日時　令和８年２月22日（日）10：00～14：00
場所　阿南市役所及び第一駐車場

１　出店物
1. 出品物は、阿南市の特産を主とすること。ただし、連携自治体などについてはこの限りではない。
2. 包装して販売する場合については、中身の展示を行うこと。
3. 食料品については、食品衛生法及び計量法に基づく表示を行うとともに、鮮度
及び消費（賞味）期限を十二分に考慮し、その他の法律や規定に違反しないものとすること。また、販売商品等に起因する補償、出店者の過失による開催中の事故等は、保険などに加入するなど、出店者の責任において対応すること。
4. 出品物には、小売価格を表示すること。
5. 鮮魚介類の販売は別途申請手数料が必要です。
6. 食品（調理したものを含む）を販売する場合は営業許可証の写しを出店申込書と一緒に提出してください。

２　出店申込み
〒774-8501　阿南市富岡町トノ町１２番地３
第34回阿南市活竹祭実行委員会事務局（商工戦略課内）
	　　　　　ＴＥＬ：０８８４－２２－３２９０　
【申込期限　令和７年１１月１４日（金）午後５時１５分まで】

· 申込みは、原則として市民及び市内に事業所等を有する者とします。

３　出店料
　　・１店舗　５，０００円（販売を伴う場合に限る。）
　　※出店に必要な備品（テント等）は、各出店者で準備してください。準備できない
下記の備品については、有料で貸し出しをします。
テント持参の場合は各脚に必ずおもり（20ｋｇ以上）をつけてください。

貸出料金　　　 パイプテント１コマ　１０,０００円（間口2.7ｍ×奥行3.6ｍ）
　　　　　　　　机１卓　　　　　 　　　　５００円
　　　　　　　　椅子１脚　　　　　　　 　２００円
　　　　　　　　テントおもり一式　　　２,０００円
　　　　　　　　消火器　　　　　　　　１,０００円
　　　　　　　　施設電気使用料　　　　１,０００円
　　例：テントとおもり、机１卓を借りる場合
　　　　5,000(出店料)＋10,000(テント)＋2,000(おもり)＋500(机１卓)＝17,500円
　　
　出店料及び貸出料の納付については、出店者説明会時にお預かりします。「活竹祭」前日までに出店料等が未納の場合は、出店を認めない場合があります。
その他、営業許可申請に係る諸手続を行う場合に経費の一部負担やその他のご協力をお願いする場合もあります。
※出店者説明会は、令和８年1月初旬を予定しています。日時につきましては後日お知らせいたします。

４　会場構成
　　会場での出店位置（会場構成）は、主催者が決定いたします。
なお、火災防止対策や出店位置（会場構成）の確定のため、電気・火気等の使用について、必ずすべてご報告ください。また、火気を使用する場合は必ず消火器を準備してください。

５　保健所への届出等
法律に基づく保健所への届出が必要な方は、各出店者が責任をもって行ってください。
　出店者説明会を行いますので、必ずご出席をお願いします。
なお、出席できない場合は出店を取り消すことがあります。

６　販売
1. 出店時間は、午前１０時から午後２時までです。
2. 食品（調理したものを含む）を販売する場合は営業許可証の写しを出店申込書と一緒に提出してください。
3. 出店者は、販売員を配置し、商品の紹介、宣伝、販売に努めてください。
4. 販売に関わる費用は、出店者の負担となります。
5. 電気、火気、水道(水)が必要な場合は出店者で準備してください。
6. 火気を使用する場合は、必ず消火器を出店者で準備してください。
7. 出品物の管理等については出店者各自の責任で行ってください。
8. 事故、盗難等の無いよう十二分な管理を行ってください。
9. ゴミ等の減量及び会場美化のため周辺ゴミ収集活動に御協力ください。また、
店舗前にゴミ箱を配置し、店舗から出るゴミ等は各自でお持ち帰りください。

７　搬入及び搬出
⑴　搬入　　
会場への搬入及び設営は、当日の午前８時から９時３０分までに、出店者の責任において完了してください。それ以降の車の乗り入れ等は原則として禁止いたします。
　　　搬入後は必ず指定の臨時駐車場へ車を駐車してください。臨時駐車場の場所は、
後日お知らせいたします。
⑵　搬出
「活竹祭」終了後から午後３時までを予定しています。主催者からの指示に
より搬出を開始してください。
なお、商品が完売しても、終了前には絶対に搬出は行わないでください。
また、午後３時までには必ず全ての搬出を完了してください。

　　８　関係法令の遵守
　　　出店者は、食品衛生法をはじめ、出店商品等に関連する法令等を必ず遵守してください。これらに違反した場合、出店許可を取り消すことがあります。

９　その他
・出店等に関して疑義が生じたときは、阿南市活竹祭実行委員会事務局まで連絡し、その指示に従ってください。その他、実行委員会より指示がある場合は、その指示に従ってください。
・商品に関するトラブル等は各出店者の責任で解決してください。
・露天組合の関係者の出店は固く禁止いたします。
・出店希望者が多数の場合は、市内業者及び阿南市関連団体等を優先とするため、出店の御希望に添えない場合もございますので、御了承の程をよろしくお願い申し上げます。
・危険物の持ち込みは一切禁止いたします。
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